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第１章 計画の方針 

第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条及び葛飾区災害対策条例

（平成 15年葛飾区条例第３号）第７条の規定に基づき、葛飾区防災会議が作成する計画で

あり、区の地域にかかる災害に関し、区及び防災関係機関がその全機能を有効に発揮し、区

民の協力のもとに防災都市づくりをはじめとする災害予防対策、災害応急・復旧対策及び復

興対策を実施することにより、区の地域並びに区民の生命、身体及び財産を災害から保護す

ることを目的とする。 

また、この計画は、第２章第２節に掲げる被害想定に基づき、区、防災機関、事業者及び

区民が行うべき対策やその流れを、項目ごとに具体的に示したものである。 

しかしながら、実際に被災した場合の対応については、災害の規模や被害状況に応じ臨機

応変に適宜・適切な対応を図ることが求められることから、日頃より訓練などを通じ、個々

の災害対応力の向上を図っていくものとする。 

災害対策基本法の改正趣旨等を踏まえて、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性等の参画を拡大し、男女双方の視点に配慮した防災対策を推進する。また、

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえて、感染症拡大防止対策に配慮した防災対策を推

進する。 

 

第２節 計画の構成 

この計画は、区及び防災機関、事業者及び区民が行うべき災害対策を段階に応じて具体的

に記載している。 

構成は、次のとおりである。 

■地域防災計画の構成 

第１編 総則編 計画の方針、計画の前提となる被害想定、基本的理念、役割 

第２編 震災編 
地震に対する災害予防・応急・復旧対策、復興計画、東海地震

事前対策 

第３編 風水害編 内水氾濫、外水氾濫に対する災害予防・応急・復旧対策 

第４編 その他災害編 大規模事故対策、雪害対策、火山噴火対策 
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第３節 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき毎年検討を加え、必要があると認め

るときは修正する。区及び防災関係機関は、関係する事項について葛飾区防災会議が指定す

る期日（緊急を要するものについてはその都度）までに計画修正案を防災会議に提出するも

のとする。 

 

第４節 計画の習熟 

区及び防災関係機関は、平素から研究・訓練・その他の方法により、この計画の習熟に

努めなければならない。 
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第２章 葛飾区の現状と被害想定 
 

第１節 葛飾区の概況 

 

１ 地勢 

本区は、東京 23区の北東端に位置し、東は千葉県松戸市、西は足立区、南は江戸川区、

墨田区、北は埼玉県三郷市、八潮市と接している。 

面積は、約 34.80 ㎢であり、東西約 7.3㎞、南北約 9.84 ㎞と南北に長い。 

荒川、江戸川、大場川が区の境を流れているほか、中川、新中川、綾瀬川が区内を流れて

いる。 

土地は、旧利根川沿いに発達した、砂れきを主成分とする沖積の低地で、ほぼ平坦で起伏

のない地形である。 

 

２ 人口 

２－１ 人口・世帯数 

（令和２年（2020）10 月１日現在） 

人口 
世帯数 

総数 男 女 密度（人/㎢） 

464,308 231,870 232,438 13,342.2 238,507 

 

２－２ 昼夜間人口 

（平成 27年国勢調査より） 

昼間人口 夜間人口 昼夜間人口比率（％） 

372,335 442,913 84.1 

 

３ 土地利用 

本区は、平成 31（2019）年現在の地目別土地面積（課税地）によると、約 95％が宅地

（工業地・商業地含む）であり、残りを農地と鉄道用地がほぼ二分している。また、都市計

画地域の指定状況は、住宅系用途が 59.0％と大きな割合を占めている。 
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４ 交通 

本区は、南西から北東に走る水戸街道（国道６号）と蔵前橋通り、これらと直交する環状

七号線、平和橋通りなどの主要幹線道路によって、道路網の骨格が形成されている。鉄道路

線は、ＪＲ常磐線、総武本線、京成電鉄本線、押上線、金町線、北総鉄道北総線が区域を結

んでいる。 

 

５ 産業 

区内の事業所数、産業従業員数は、平成 28（2016）年現在で 16,636 事業所、産業従業者

数 128,556 人となっている。従業者数の内訳は、第３次産業が約 79％と大半を占めてい

る。 

 

第２節 被害想定 

 

１ 地震 

１－１ 想定地震 

東京都防災会議は、平成 23（2011）年３月 11日に発生した東日本大震災の経験を踏ま

え、東京に影響を及ぼす大規模地震について、最新の科学的知見に基づき「首都直下地震

等による東京の被害想定」を公表した（平成 24年４月 18日公表）。 

区では、この地震の中から葛飾区で最も被害の発生する「東京湾北部地震」を地域防災

計画の想定地震とする。 

想定地震の前提条件は、次のとおりである。 

 

■地震被害想定の前提条件 

地震の種類 東京湾北部地震（首都直下地震） 

震源 東京湾北部 

規模 マグニチュード 7.3 

震源の深さ 約 20～35km 

地震発生の時刻 
冬 18 時 風速８m/s 

（冬５時・冬 12時、風速：８m/s、風速は４m/s でも算定） 
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１－２ 地震動・液状化 

地震動は、ほとんどの区域で震度６強、北東部など一部区域で震度６弱の揺れが想定さ

れた。液状化危険度は、ほぼ全域で液状化危険度が高いと想定された。 

 

■地震動分布           ■液状化危険度分布 

 

 

１－３ 物的・人的被害 

東京湾北部地震が冬 18時、風速８m/s の条件（火災が多発、風が強く延焼しやすい最悪

のケース）で発生した場合、次のような被害の発生が想定されている。 

 

■東京湾北部地震による主な被害 

建物全壊棟数 7,446 棟 

焼失棟数 11,114 棟 

死者 500 人（うち要配慮者 334 人） 

負傷者 5,515 人 

エレベーター閉じ込め台数 113 台 

自力脱出困難者 2,113 人 

避難者人口 200,970 人 

避難生活者 130,630 人 

帰宅困難者 70,560 人 
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■被害想定一覧 

 

（※１)焼失棟数には倒壊し焼失した建物も含む （※２)屋内収容物は参考値 

 

２ 津波 

津波は、東京都の「首都直下地震等による東京の被害想定」（平成 24 年４月 18 日）にお

いて、元禄型関東地震及び東京湾北部地震の津波浸水が想定されている。 

 津波は、両方の地震において荒川、江戸川を遡上するものの、水位の上昇は堤防を越えること

はなく、区内で浸水は発生しないと予測されている。 

 

 

 

 

風速8m 風速4m 風速8m 風速4m 風速8m 風速4m

1,451 1,209 4,102 3,382 11 ,114 9,450

1.3% 1.1% 3.8% 3.1% 10 .2% 8.7%

496 489 313 300 500 469

454 454 236 236 288 288

0 0 0 0 0 0

39 32 74 61 209 178

2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0

15 15 8 8 9 9

7,020 6,991 4,303 4,245 5 ,515 5,374

6,796 6,796 3,899 3,899 4 ,489 4,489

0 0 0 0 0 0

131 102 311 253 933 791

85 85 85 85 85 85

9 9 9 9 9 9

294 294 180 180 191 191

920 912 601 585 852 813

850 850 481 481 558 558

0 0 0 0 0 0

37 29 87 71 260 221

33 33 33 33 33 33

1 1 1 1 1 1

65 65 39 39 42 42

102 102 105 105 113 111

236 233 219 210 334 314

266 265 272 270 288 284

17.10% 16.90% 19.20% 18.60% 24 .50% 23.20%

1.90% 1.70% 4.50% 3.80% 10 .90% 9.30%

169,618 168,832 178,218 175,884 200,970 195,570

110,252 109,741 115,842 114,324 130,630 127,120

59,366 59,091 62,376 61,559 70 ,339 68,449

0 0 70,560 70,560 70,560 70,560帰宅困難者（人）

想定地震 東京湾北部地震 M7.3

想定発生時刻 冬5時 冬12時 冬18時

想定風速

原因別建物全壊棟数

計（棟） 7,446

ゆれ 7,230

液状化 216

急傾斜地崩壊 0

火災 建物被害
焼失棟数（※1）

焼失率

ゆれ・液状化建物被害

急傾斜地崩壊

火災

ブロック塀等

屋外落下物

屋内収容物（※2）

負傷者

計（人）

ゆれ・液状化建物被害

急傾斜地崩壊

火災

ブロック塀等

屋外落下物

う

ち
重

傷
者

計（人）

ゆれ・液状化建物被害

急傾斜地崩壊

火災

ブロック塀等

屋外落下物

屋内収容物　（※2）

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ閉じ込め台数（台）

災害時要配慮者 死者数（人）

自力脱出困難者 発生数（人）

人的被害

死　者

計（人）

屋内収容物（※2）

3,218 1,820 2,113

避難者(人)

避難人口（人）

避難生活者数（人）

疎開者人口（人）

震災廃棄物（万ｔ）

71 .20%

ライフライン被害

電力（停電率）

通信（不通率）

ガス（供給

支障率）

上水道（断水率）

29 .70%

揺れの基準によりガス供給を停止した場合 67 .00%

下水道(管きょ被害率)

基準未満でも火災延焼により停止した場合 100 .00%



第２章 葛飾区の現状と被害想定 

第２節 被害想定 

9 

第
１
編 

総
則 

第
２
編 

震
災
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

第
３
編 

風
水
害
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
４
編 

そ
の
他
災
害
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

 

■元禄型関東地震の津波浸水図     ■東京湾北部地震の津波浸水図 

 

※いずれも水門開放の場合。（赤線は堤防・護岸を示す。） 

 

一方、中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ「首都直下地震の被害想定

と対策（最終報告）」（平成 25 年 12 月）では、首都圏直下のマグニチュード７クラスの地震

及び相模トラフ沿いのマグニチュード８クラスの地震について検討し、次のような津波の想

定をしている。 

これによれば、都区部直下の地震による津波は東京湾内では１m以下である。最大クラス

の地震による津波は、東京湾内３m程度とされており、河川沿いの避難場所（高水敷き）が

浸水する可能性もある。 

なお、いずれの津波においても、河川施設がすべて被災し機能しない場合は、海抜ゼロメ

ートル地帯に浸水が及ぶ可能性がある。 

■津波の想定 
地震 地震の規模 発生頻度 津波 

都区部直下 Ｍ７クラス 今後 30 年間に約 70％ 東京湾内１m 以下 

大正関東地震タイプの地震 

Ｍ８クラス 

200～400 年間隔、 

前回から約 100 年経過 

東京湾内２m 

程度以下 

最大クラスの地震 
2000 年～3000 年間隔、 

前回から約 300 年経過 

東京湾内３m 

程度以下 
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３ 南海トラフ地震 

南海トラフ地震とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経

て日向灘沖までのフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界を震源とする大規模な

地震である。 

葛飾区は、南海トラフ地震の被害想定において最大震度は５強とされていて、「１ 地

震」に示す首都直下地震の被害想定と比較し被害は小さいとされている。また、南海トラフ

地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく「南海トラフ地震防災対策推進

地域」の指定地域に含まれていない。 

そのため、南海トラフ地震等の対応に関しては、都市機能は極力平常通り確保し、被害の

軽減や社会的混乱を防止するための対策を講じる方針とする。 

 

※「東海地震」と「南海トラフ地震に関連する情報」について 

東海地震とは、南海トラフ地震の発生が想定される区域の中で、静岡県中部から遠州灘周

辺を震源域とする地震である。 

地震の直前予知が可能であるとの考えの下、地震予知情報に基づく警戒宣言の発令後にあ

らかじめ定めておいた緊急的な対応を的確に実施することで被害を軽減する仕組みを主要な

事項とする大規模地震対策特別措置法が昭和 53（1978）年に施行され、地震防災対策強化

地域が指定された。 

しかし、平成 25（2013）年にとりまとめられた「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキン

ググループ」の下に設置された「南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関する調査部

会」の報告において、「現在の科学的知見からは、確度の高い地震の予測は難しい。」とされ

た。その一方で、南海トラフ沿いにおける観測網の充実により地震に関する様々な異常な現

象を捉えることも可能になってきた。 

そのため、気象庁では、異常な現象が観測された場合には、有識者及び関係機関の協力を

得て「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」が開催され、その現象が南海トラフ沿い

の大規模な地震と関連するかどうかの調査が行われる。この検討会において、南海トラフ沿

いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合等に、

気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」や「南海トラフ地震関連解説情報」が発表される

（この二つの情報をあわせて「南海トラフ地震に関連する情報」と呼ぶ）。 

南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の情報

が発表された場合には、国は地方公共団体に対して防災対応について指示や呼びかけを行

い、国民に対してその旨を周知することとしている。  
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４ 風水害 

４－１ 風水害の歴史 

東京低地では、これまでに多数の水害が発生しており、江戸時代から数々の記録が残さ

れている。 

荒川沿岸においては、江戸時代から明治時代にかけて頻繁に洪水が発生しており、明治

時代に床上浸水などをもたらした洪水は 10 回以上に上る。その中でも、明治 29（1896）

年、35（1902）年、40（1907）年、43（1910）年のものは大洪水となり、特に、明治 40

（1907）年の洪水は、３つの台風による大量の雨の影響で甚大な被害を発生させた。荒川

では、これまでにない水位を記録し、至る箇所で堤防の決壊や越水が発生した結果、東京

府では負傷者 14人、行方不明者１人、家屋破壊 2,111 戸、浸水 46,585 戸を記録する大水

害となった。さらに、明治 43（1910）年の東京大洪水では、多くの堤防が決壊し、東京低

地一帯が水没し、甚大な被害が発生した。 

この東京大洪水を契機とし、現在の荒川である「荒川放水路」が開削され、大正 13

（1924）年通水、その後しゅんせつや水門工事の完成により、昭和５（1930）年に約 20

年をかけて事業が完了した。 

荒川放水路の完成後も、都内低地では度々災害に見舞われた。特に、昭和 22（1947）年

のカスリーン台風では、記録的な豪雨により、荒川、利根川、中川の堤防が決壊し、葛飾

区では全域に避難命令が出された。 

その後は、河川改修や堤防の整備が進み、大きな災害は発生していない。 

 

４－２ 葛飾区で考慮すべき災害 

（１） 外水氾濫 

外水氾濫とは、大雨により河川水位が高くなり、越水や堤防の決壊が発生したために

引き起こされる水害である。 

外水氾濫は、短時間で河川から大量の氾濫流が一気に流入するため、建物等の浸水被

害や人的な被害を引き起こす。流れ込んできた泥水は、排水後も家に堆積し、復旧困難

な状況になる。 

河川管理者は、円滑かつ迅速な避難の確保や浸水の防止により被害の軽減を図るた

め、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域について示した浸水想定区域図等を公

表している。 

区では、これを風水害の前提条件としてハザードマップを作成し、周知している。 
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（２） 内水氾濫 

内水氾濫とは、短時間で局地的に降る大量の雨により、下水や水路等の処理能力が追

いつかず、雨水が地域一帯に溢れることである。 

近年、地球温暖化やヒートアイランド現象等の影響により、都市部では、台風以外に

も時間 100mm を超えるような集中豪雨が多発し、地表の多くが建物や道路舗装に覆われ

ているため、雨水が地中に浸透する割合が低くなり、短時間に大量の雨水が下水道に集

中するようになった。そのため、地盤の低い地域において浸水がたびたび発生してい

る。さらに、地下利用の増加などにより、地下施設における浸水被害も発生している。 

 

５ 火山 

葛飾区は、富士山から距離があるため、溶岩流や火砕流などの被害を受けることはない

が、降灰による影響が及ぶ可能性がある。実際に、1707 年の宝永噴火は、江戸に大量の火

山灰をもたらし、葛飾区においては 0.5cm～１cm 程度の降灰があった。 

平成 18 年「富士山火山広域防災対策基本方針」（中央防災会議）の富士山防災マップを基

にした都の想定では、葛飾区で２cm～10cm 程度の降灰があるとされており、健康障害、建

物被害、交通・ライフライン・商工業等への影響が考えられる。 

一方、浅間山の噴火によっても、過去に関東地域まで降灰が及んだため、同様の影響が懸

念される。 

 

■富士山防災マップ（降灰の影響がおよぶ可能性の高い範囲） 

 

  

葛飾区 
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６ 大規模事故 

６－１ 危険物事故 

次のような危険物等による災害の発生を想定する。また、危険物を積載する車両の事故

等による危険物等の流出を対象とする。 

（１） 危険物：消防法第２条第７項に規定されているもの。 

（例）石油類（ガソリン、灯油、軽油、重油）など 

（２） 高圧ガス：高圧ガス保安法第２条に規定されているもの。 

（例）液化石油ガス（ＬＰＧ）、アセチレン、アンモニアなど 

（３） 火薬類：火薬類取締法第２条に規定されているもの。 

（例）火薬、爆薬、火工品（工業雷管、電気雷管等）など 

（４） 毒物・劇物：毒物及び劇物取締法第２条に規定されているもの。 

（例）毒物（シアン化水素、シアン化ナトリウム等） 

劇物（ホルムアルデヒド、塩素等）など 

 

６－２ 放射性物質事故 

放射性物質については、次のような事故を想定する。 

（１） 都内の放射性物質取扱事業所施設における、地震、火災等の自然災害等に起因す

る事故 

（２） 核燃料物質の運搬時、陸上輸送中の車両接触事故等によって格納容器が破損し、

放射性物質が放出されるなどの事故 

（３） 原災法に規定される原子力事業所及び原子力艦における、地震、火災、人為的ミ

ス等による事故 

 

６－３ 航空機事故 

航空機は、燃料として大量の引火性液体を搭載しており、地上に墜落、炎上等の事故が

発生した場合、火災は急激に拡大し、広範囲にわたる大規模災害に発展するおそれがあ

る。 

東京都内には、東京国際空港、調布飛行場等があり、毎日数多くの航空機が離着陸して

いるため、区域において航空機の墜落・炎上等により、多数の死傷者を伴う大規模な災害

が発生した場合、又は発生するおそれのある場合を想定する。 
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６－４ 鉄道事故 

平成 17（2005）年におきたＪＲ福知山線の事故では、死者 107 人、負傷者 562 人という

大きな被害が生じたように、過密な鉄道での事故は大惨事につながる。 

葛飾区には、常磐線、京成本線等複数の路線があり、多くの人々の通勤・通学等の手段

になっているため、区域における列車の衝突、脱線等による死傷者を伴う大規模な事故を

想定する。 

 

６－５ 道路・橋梁事故 

車両の衝突、車両火災、橋梁の落下等道路構造物の破壊を想定する。 

 

６－６ ガス事故 

ガス導管等からのガス漏えい事故が発生した場合を想定する。 

 

６－７ ＮＢＣ事故 

核物質、生物剤、化学剤による人身被害の発生、又は発生のおそれがある場合を想定す

る。 

また、発生した事案がテロ等によるもので、政府による事態認定が行われた場合は国民

保護法に基づく対応となるが、事態認定に至るまでの初動及び事態認定に至らないような

テロ等による事案を想定する。 

なお、いわゆるＣＢＲＮＥ災害又はこれが疑われる事案も対象とする。この際、ＣＢＲ

ＮＥ災害はテロによるものだけではなく、平常時の事故を含むことも留意する。 

※事態認定とは、政府が定める対処基本方針又は緊急対処事態対処方針の中で、武力攻

撃やテロなどの事案を、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態又は緊急対処事態として認定す

ること。 

※ＣＢＲＮＥ災害とは、Ｃｈｅｍｉｃａｌ（化学剤）、Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ（生物

剤）、Ｎｕｃｌｅａｒ・Ｒａｄｉｏｌｏｇｉｃａｌ（核・放射性物質）、Ｅｘｐｌｏｓｉｖ

ｅ（爆発物）に起因する災害のこと。 
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第３章 基本的理念、役割 
 

第１節 基本的理念 

 

１ 基本的理念 

災害から一人でも多くの生命及び財産を守るため、次に掲げる事項を防災・減災推進の基

本理念とする。 

（１） 「自らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方 

（２） 地域の助け合いによる「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方 

（３） 行政が区民の安全を確保するという公助の考え方 

（４） それぞれの責務と役割を明らかにし、区民と行政が連携を図っていくこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本的責務 

２－１ 区長の責務 

区長は、災害対策を通じて、区民の生命、身体及び財産を災害から保護し、その安全を

確保するとともに、被災後の区民生活の再建及び安定並びに区の地域の復興を図るため、

最大の努力を払う。 

区長は、前項に規定する責務を遂行するため、法第 42 条第 1 項の規定に基づき葛飾区

防災会議が作成した地域防災計画の定めるところにより災害対策を策定し、その推進を図

る。 

区長は、地域防災計画の実施にあたっては、国、都並びに関係する特別区及び市町村と

の連絡調整を行い、並びに区民、防災市民組織、事業者等との連携及び協力に努める。 

防災・減災対策における 

連携・協力  

自  助 
区民、家庭、事業所が 

自らを災害から守ること 
 

公  助 
区・都・防災関係機関が区

民を災害から守ること 

共  助 
防災市民組織、自治会等の地域社会が

協力して地域を災害から守ること 
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２－２ 区民の責務 

区民は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、自己及びその

家族の安全の確保に努めるとともに、相互に協力して、全ての区民の安全を確保するよう

努める。 

（１） 家庭における災害危険箇所の把握 

（２） 避難場所、避難所、避難経路の確認 

（３） 要配慮者の避難支援 

区民は、次に掲げる事項について、自ら災害に備える手段を講ずるよう努める。 

（１） 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

（２） 家具の転倒・落下・移動防止及び窓ガラスの飛散防止 

（３） 出火の防止 

（４） 初期消火に必要な用具の準備 

（５） 食料、飲料水及び生活用水の確保 

（６） 避難の経路、場所及び方法、家族との連絡手段についての確認 

（７） 災害に関する情報の収集 

区民は、区、防災関係機関又は防災市民組織が実施する防災訓練、防災に関する研修そ

の他災害対策に関する事業に自発的に参加し、防災行動力(自分たちのまちは自分たちで

守るという意識をもって、力を合わせて災害に立ち向かう能力)の向上に努める。 

（１） 防災知識の把握 

（２） 防災市民組織の活動への参加 

（３） 防災行動の継続 

 

２－３ 事業者の責務 

事業者は、区、防災関係機関又は防災市民組織が実施する災害対策に関する事業に協力

するとともに、事業活動を行うに当たっては、地域社会の一員として災害を防止するた

め、最大の努力を払う。 

（１） 地域の防災市民組織の活動への参加 

事業者は、事業活動を行う際に災害の拡大を防止するため、事業所に来所する者、従業

者、事業所の周辺地域における区民並びにその管理する施設及び設備について、その安全

の確保に努める。 

（２） 従業員等への防災知識の普及 

（３） 事業継続計画（ＢＣＰ）の作成  
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（４） 室内設備の危険防止 

（５） 事業所建物の耐震性の確保 

（６） 食料、飲料水及び生活用水の確保 

（７） 帰宅困難者対策  

事業者は、事業所又は管理する施設の周辺地域における災害を最小限にとどめるため、

周辺地域における住民に対し、災害対策に関する活動を実施するとともに、住民との連携

及び協力をするよう努める。 

（１） 防災組織の編成 

（２） 防災訓練等の実施 

 

第２節 関係機関の役割 

 

１ 区の役割 

（１）区防災会議に関すること。 

（２）防災に係る組織及び施設に関すること。 

（３）災害情報の収集及び伝達に関すること。 

（４）緊急輸送の確保に関すること。 

（５）避難の指示等及び誘導に関すること。 

（６）避難所の開設及び運営に関すること。 

（７）水防に関すること。 

（８）医療、防疫及び保健衛生に関すること。 

（９）帰宅困難者の支援に関すること。 

（10）救援物資の備蓄及び調達に関すること。 

（11）応急給水活動に関すること。 

（12）被災した児童、生徒の応急教育に関すること。 

（13）ボランティアの支援及び過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援に関す

ること。 

（14）公共施設の応急復旧に関すること。 

（15）災害復興に関すること。 

（16）防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること。 

（17）防災組織の育成に関すること。 
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（18）事業所防災に関すること。 

（19）防災教育及び防災訓練に関すること。 

（20）応急仮設住宅に関すること。 

（21）他自治体及び民間団体の受援に関すること。 

（22）被災地の生活環境に関すること。 

（23）要配慮者の支援に関すること。 

（24）遺体の搬送、収容及び埋火葬に関すること。 

（25）災害廃棄物の処理に関すること。 

（26）住家の被害状況調査及びり災証明に関すること。 

（27）その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること。 

 

２ 都の役割 

（１）東京都防災会議に関すること。 

（２）防災に係る組織及び施設に関すること。 

（３）災害情報の収集及び伝達に関すること。 

（４）自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。 

（５）政府機関、他府県、公共機関、駐留軍及び海外政府機関等に対する応援の要請に関

すること。 

（６）警備、交通規制その他公共の安全と秩序の維持に関すること。 

（７）緊急輸送の確保に関すること。 

（８）被災者の救出及び避難誘導に関すること。 

（９）人命の救助及び救急に関すること。 

（10）消防及び水防に関すること。 

（11）都内全域の医療救護に関する総合的な指揮命令及び連絡調整に関すること。 

（12）帰宅困難者対策に関すること。 

（13）応急給水に関すること。 

（14）救援物資の備蓄及び調達に関すること。 

（15）被災した児童、生徒の応急教育に関すること。 

（16）区市町村による自主防災組織の育成への支援、ボランティアの支援、過去の災害か

ら得られた教訓を伝承する活動の支援に関すること。 

（17）公共施設の応急復旧に関すること。 

（18）災害復興に関すること。  
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（19）区市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

（20）防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること。 

（21）事業所防災に関すること。 

（22）防災教育及び防災訓練に関すること。 

（23）その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること。 

（24）都立公園の保全、復旧及び震災時の利用に関すること。 

 

３ 指定地方行政機関の役割 

名  称 内    容 

関東地方整備局 

東京国道事務所 

首都国道事務所 

荒川下流河川事務所 

江戸川河川事務所 

１ 防災上必要な教育及び訓練に関すること。 

２ 通信施設等の整備に関すること。 

３ 公共施設等の整備に関すること。 

４ 災害危険区域等の関係機関への通知に関すること。 

５ 官庁施設の災害予防措置に関すること。 

６ 豪雪害の予防に関すること。 

７ 災害に関する情報の収集及び予警報の伝達・災害対策の指

導、協力に関すること。 

８ 水防活動、土砂災害防止活動及び避難誘導等に関すること。 

９ 建設機械の現況及び技術者の現況の把握に関すること。 

10 緊急輸送に必要な船舶の情報に関すること。 

11 災害時における復旧資材の確保に関すること。 

12 災害発生が予測されるとき、又は災害時における災害応急対

策及び復旧対策に関すること。 

東京管区気象台 

気象庁予報部 

１ 気象、地象、水象等に関する観測通報、予報、警報等を行い、

災害の予防及び軽減、交通の安全確保等に寄与すること。 
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４ 指定公共機関の役割 

名  称 内    容 

日本郵便（株） 

１ 郵便物送達の確保、窓口業務の維持及びこれら施設等の保全

に関すること。 

２ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱に関する

こと。 

（１） 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

（２） 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

（３） 被災地宛救助用郵便物の料金免除 

（４） 被災者援助団体に対するお年玉郵便葉書等寄附金の配分 

東日本電信電話（株） 

１ 電信及び電話施設の建設並びにこれらの施設の保全に関す

ること。 

２ 災害非常通話の調整及び気象予警報の伝達に関すること。 

エヌ・ティ・ティ・ 

コミュニケーションズ

（株） 

ソフトバンクテレコム

（株） 

１ 国内・国際電話等の通信の確保に関すること。 

２ 災害時における通信の疎通確保と通信設備の復旧に関する

こと。 

（株）ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤI（株） 

ソフトバンク（株） 

１ 携帯電話等の移動通信施設の建設並びにこれらの施設の保

全に関すること。  

２ 災害時における移動通信の疎通確保と通信設備の復旧に関

すること。  

日本赤十字社 

東京都支部 

１ 災害時における医療救護班の編成及び医療救護等（助産・死

体の処理を含む。）の実施に関すること。 

２ 災害時における避難所等での救護所開設及び運営に関する

こと。 

３ こころのケア活動に関すること。 

４ 赤十字ボランティアの活動に関すること。 

５ 輸血用血液の確保、供給に関すること。 

６ 義援金の受領、配分及び募金に関すること。（原則として義援

品については受け付けない。） 

７ 赤十字エイドステーション（帰宅困難者支援所）の設置・運

営に関すること。 

８ 災害救援品の支給に関すること。 

９ 日赤医療施設等の保全、運営に関すること。 

10 外国人安否調査に関すること。 

11 遺体の検案協力に関すること。 

12 東京都地域防災計画に整合した災害救護に関する訓練の実

施に関すること。 
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名  称 内    容 

日本放送協会 

１ 報道番組（気象予警報及び被害状況等を含む。）に関するこ

と。 

２ 広報（避難所等への受信機の貸与等を含む。）に関すること。 

３ 放送施設の保全に関すること。 

ＪＲ東日本（株） 

新小岩駅 

金町駅 

亀有駅 

１ 鉄道施設等の工事計画及びこれらの施設等の保全に関する

こと。 

２ 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関すること。 

３ 災害時における鉄道車両等による救援物資及び避難者の輸

送の協力に関すること。 

ＪＲ貨物（株） 

金町駅 

新小岩信号場駅 

１ 災害時における鉄道車両等による救助物資輸送の協力に関

すること。 

首都高速道路（株） 

東京東局 

１ 首都高速道路等の建設及び保全に関すること。 

２ 首都高速道路等の災害復旧に関すること。 

３ 災害時における緊急交通路の確保に関すること。 

東京ガスネットワーク

（株） 

東京東支店 

１ ガス施設（装置、供給及び製造設備を含む。）の建設及び安全

保安に関すること。 

２ ガスの供給に関すること。 

日本通運（株） 

福山通運（株） 

佐川急便（株） 

ヤマト運輸（株） 

西濃運輸（株） 

１ 災害時における貨物自動車（トラック）による救援物資及び

避難者等の輸送に関すること。 

東京電力 

パワーグリッド（株） 

上野支社 

１ 電力施設等の建設及び安全保安に関すること。 

２ 電力需給に関すること。 

 

 

５ 指定地方公共機関の役割 

名  称 内    容 

京成電鉄（株） 

北総鉄道（株） 

１ 鉄道施設等の安全保安に関すること。 

２ 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関すること。 

３ 災害時における鉄道車両等による救援物資及び避難者等の

輸送の協力に関すること。 
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東京バス協会 

都交通局 

京成バス（株） 

京成タウンバス（株） 

東武バスセントラル

（株） 

日立自動車交通（株） 

マイスカイ交通（株） 

１ バス施設等の保全に関すること。 

２ 災害時におけるバス車両等による救助物資及び避難者の輸

送の協力に関すること。 

 

６ 自衛隊の役割 

名  称 内    容 

陸上自衛隊 

第１師団 

第１普通科連隊 

１ 災害派遣の計画及び準備に関すること。 

（１） 防災関係資料の基礎調査 

（２） 災害派遣計画の作成 

（３） 葛飾区地域防災計画に整合した防災に関する訓練の実施 

２ 災害派遣の実施に関すること。 

（１） 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急

救援及び応急復旧 

（２） 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及

び譲与 

 

７ 医療関係団体の役割 

名  称 内    容 

（一社）葛飾区医師会 
１ 災害時における医療及び助産活動の協力に関すること。 

２ 災害時における防疫の協力に関すること。 

（公社）葛飾区歯科医師会 １ 災害時における歯科医療に関すること。 

（一社）葛飾区薬剤師会 
１ 災害時における調剤、服薬指導及び医薬品管理等の医療

救護活動に関すること。 

（公社）東京都柔道整復師会 

葛飾支部 
１ 災害時における接骨救護に関すること。 

（公社）東京都獣医師会 

葛飾支部 
１ 災害時における飼育動物対策の推進に関すること。 
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８ 協力団体等の役割 

名  称 内    容 

防災市民組織 

（自治町会） 

１ 避難誘導・避難所内の業務の協力に関する

こと。 

２ 被災者に対する炊き出し・救助物資の配分

等の協力に関すること。 

３ その他被害状況調査等、災害対策業務全般

についての協力に関すること。 

※協定団体との協定内容については、資料編（地震編）「３０ 協定先一覧」に掲載 

 

９ 一時滞在施設の役割 

名  称 内    容 

学校法人 東京理科大学 

１ 帰宅困難者の一時的な受け入れに関するこ

と。 

文化会館 

ヴィナシス金町管理組合 

学校法人 共栄学園 

学校法人 修徳学園 

日産プリンス東京販売株式会社 

亀有信用金庫本店 

ＮＥＸＵＳ株式会社 

創価学会東京事務局 

トヨタモビリティ東京株式会社 

東京東信用金庫 

福日観光株式会社 

ベルトーレ金町 

１ 帰宅困難者の一時的な受け入れに関するこ

と。 

２ 備蓄倉庫の設置に関すること。 
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第４章 計画修正の概要 
 

第１節 計画修正の背景 

平成 23（2011）年３月 11 日に発生した東日本大震災は、巨大な津波と多くの犠牲者の発

生、行政機能の喪失、日本全土に及ぶ広域的な被害、津波に伴う原子力発電所の事故、被災

者の長期かつ広域に及ぶ避難生活など、これまでの想定を超える被害と多大な影響を及ぼし

た。都内においても、死傷者の発生、建物等の被害、液状化現象が発生したほか、大量の帰

宅困難者の対応や高層ビルの長周期地震動による揺れ等が問題となった。 

東日本大震災以降も、平成 28 年の熊本地震、平成 30 年の大阪北部地震や北海道胆振東部

地震などの震災により多くの被害が発生している。 

このように、全国各地で震災が発生しており、都内でも首都直下地震の発生が想定されて

いる。 

また、近年、全国各地で風水害による被害が多発している。 

平成 27 年関東・東北豪雨では、一級河川の堤防破堤による大規模氾濫によって多数の逃

げ遅れが生じ、的確な避難情報や広域避難体制の整備の必要性といった課題が明らかにな

り、水防法の改正が行われた。 

令和元年度に発生した令和元年台風第 15号及び令和元年東日本台風（台風第 19 号）の際

は、全国各地で河川の氾濫やがけ崩れ等が発生した。都内においても、停電、家屋被害、応

急措置用備品の不足、道路の崩落、断水、避難情報発令や避難先確保の難しさなどが問題と

なった。 

葛飾区でも、荒川、江戸川、中川等の河川で囲まれた低地帯に位置し、地盤高が低く海抜

ゼロメートルの土地も存在していることから、堤防の決壊や高潮による外水氾濫や、排水能

力を上回る降雨による内水氾濫の可能性がある。 

さらに、危険物施設の爆発・炎上、交通機関の事故など社会的な事故も懸念されている。 

これにより、国では災害対策基本法の改正、防災基本計画の見直しが行われ、東京都にお

いても地域防災計画が見直された。また、国における災害に強い首都「東京」形成ビジョン

の公表に基づき、葛飾区では浸水対応型市街地構想を策定している。 

今回の地域防災計画の修正は、これらの防災関係の法令や上位計画の見直し等との整合を

図るとともに、東日本大震災や近年の災害の教訓をもとに、葛飾区で想定される被害及び課

題に基づき、見直しを行うものである。さらに、女性視点の防災対策や、新型コロナウイル

ス感染症拡大を教訓とした感染症対策を可能な限り盛り込むものとする。  
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第２節 対策の視点 

 

１ 区民との協働による減災対策の推進 

地震対策は、災害発生に備えた備蓄や安否確認等の身近なソフト対策から、防災まちづく

りといったハード対策まで多岐にわたる。 

これらの対策を、区、都等の行政、防災市民組織・自治町会等、区民等が、自助・共助・

公助の役割分担により減災に向けて取組を推進する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）防災市民組織等による自助・共助の推進（ソフト） 

① 防災市民組織、地域防災会議、避難所運営組織による地域の活動 

② 避難所運営訓練、シェイクアウトによる行動力の向上 

③ 備蓄（少なくとも３日分、可能であれば１週間分）の促進 

（２）災害に強いまちづくり（ハード） 

① 区民参加による市街地整備の推進 

② 防災活動拠点、避難所施設、マンホールトイレ、非構造物等の整備 

 

２ 人命を守ることを最優先とした対策の強化 

災害発生から生存率が急激に低下するといわれる 72 時間での危機管理体制（初動態勢）、

救助、医療救護といった、人命を守ることを最優先とした取組を推進する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）区の危機管理体制の構築 

① ＩＣＳ※の考えを入れた区災害対策本部の組織 

② 全国からの広域応援を受け入れる受援体制 

（２）都と連携した医療機能の確保 

① 区医療コーディネーター、緊急医療救護所設置等の緊急医療 

② 人工透析等の難病患者への支援 

③ 避難者の健康管理（エコノミークラス症候群、ＰＴＳＤ等） 

※ＩＣＳ（Incident Command System）とは、災害対応や危機管理対応などにおける標準

化されたマネジメント・システムを指す。  
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３ 減災の視点に立ったまちづくり 

地震による人的被害の原因は建物やブロック塀の倒壊によるものが多く、その後の避難所

や応急仮設住宅での生活も、住宅の倒壊、焼失に起因している。 

そのため、建物の耐震化・安全化を進める取組を推進する。 

さらに、長周期地震動に対する高層建物での備えなど、新たな課題への取組を行う。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）「防災都市づくり推進計画」、「不燃化特区制度」等に基づく、都と連携した「燃え

ない」、「倒れない」市街地の整備 

（２）防火地域等の指定拡大 

（３）居住者やマンション管理事業者等と連携した、高層住宅対策の推進 

（４）液状化対策への支援 

 

４ 要配慮者・男女等のニーズへの配慮 

災害発生時には、高齢者・障害者等の安否確認や避難誘導等の支援、避難生活時の配慮が

必要となる。さらに、避難生活においても、女性だけでなくＬＧＢＴｓの方へ配慮し、生活

必需品、更衣室、生活スペースを確保する等、男女等のニーズへの配慮を視点とした取組を

推進する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）要配慮者支援体制の強化 

① 安否確認、避難誘導等の支援体制 

② 社会福祉協議会や福祉事業者等と連携した、福祉避難所での支援 

（２）男女等の視点やニーズへの配慮 

① 男女等のニーズを踏まえた物資の確保、避難所スペースの配置 

② 防災市民組織等への女性等の参画 

※ＬＧＢＴｓ 

ＬＧＢＴとは、レズビアン（L：女性同性愛者）、ゲイ（G：男性同性愛者）、バイセクシ

ュアル（B：両性愛者）、トランスジェンダー（T：出生時に（戸籍や出生届により）付けら

れた性と異なる性別で生きる人、あるいは生きたいと望む人）の頭文字で、「LGBTｓ」はそ

れ以外の様々な性のあり方を含む表記として使われている言葉 

  



第４章 計画修正の概要 

第２節 対策の視点 

27 

第
１
編 

総
則 

第
２
編 

震
災
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

第
３
編 

風
水
害
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
４
編 

そ
の
他
災
害
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

 

５ 東日本大震災等の教訓による新たな備え 

東日本大震災をはじめとする大規模災害での教訓による対策や、想定外の事態にも対処で

きる対策を検討する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）東日本大震災の教訓の反映 

① 「東京都帰宅困難者対策条例」に基づく、帰宅困難者対策の強化 

② ペット同伴避難への対応 

③ 放射性物質対策の強化 

（２）想定外への備え 

① 相模トラフの巨大地震等の広域・巨大災害への対応 

 

６ 新型コロナウイルス感染症の教訓による感染症対策 

新型コロナウイルス感染症拡大の教訓による対策を検討する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）避難所における感染症対策 

① 衛生用品の調達 

② 避難所担当職員、施設管理者への事前教育 

③ 避難所運営ルール（開設時、使用時、閉鎖時） 

④ 避難所レイアウトの整理 

（２）避難者の分散 

① 在宅避難、縁故避難の推進 

② 避難所の拡充 

（３）防疫体制の構築 

① 人員及び衛生用品の調達 

② 医療関係機関において想定される災害による被害と耐震性・耐水性の確認 
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第３節 計画の特徴 

 

１ 時系列を意識した対策 

災害対策は、平常時対策に始まり、発災直後の初動、そして、応急、復旧と時間経過に伴

い刻々と変化する。これらに対応するために、時系列（フェーズ）を意識した表現で対策の

流れをまとめる。 

 

２ 共通認識の明示 

対策ごとに現在の状況、課題、方向性を明示することで、区、防災関係機関、区民との対

策実施における共通認識を明確にする。 

 

３ 区独自の対策方針 

想定する区内の被害量、被害分布、影響等を考慮して、各対策の検証を行い、区独自の対

策を検討して記載する。 

 

４ 役割分担の明確化 

対策ごとに、区及び防災関係機関を明記し公助としての役割分担を明確化する。さらに、

区民、防災市民組織、事業所に区分して自助・共助の役割についても明確化する。 
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第５章 減災目標 

区は、次のとおり減災目標を定め、都及び区民、事業者と協力して、対策を推進する。 

 

第１節 死者の半減 

 

１ 建物被害による死者の半減 

東京湾北部地震Ｍ7.3、冬の朝５時風速８m/sのケースで、住宅倒壊や家具類の転倒等を

原因とする死者 454 人を半減する。 

 

１－１ 建物の耐震化 

建物の耐震化率を高める。緊急輸送道路沿道の建築物を耐震化する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）葛飾区耐震改修促進計画の策定：令和２年３月一部改訂（都市整備部） 

① 住宅については、令和２年度までに 95%、令和７年度までに耐震性が不十分な住宅

をおおむね解消することを目標とする。 

② 民間特定既存耐震不適格建築物については、令和２年度までに 95%、令和７年度ま

でに 95%より高い耐震化を目標とする。 

③ 特定緊急輸送道路沿道建築物については、平成 31 年度までに特に倒壊の危険性が高

い建築物（Is 値が 0.3 未満相当の建築物）の解消、令和２年度までに 95％、令和７年

度までに 100%とすることを目標とする。 

④ 防災上重要な区有建築物については、令和２年度までに 100％とすることを目標と

する。 

（２）木造住宅の無料耐震診断士派遣事業、耐震改修等促進事業（都市整備部） 

（３）屋外広告物の落下・転倒防止の指導強化（都市整備部） 

（４）ブロック塀等撤去工事費の助成事業（環境部・都市整備部） 
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１－２ 家具類の転倒・落下・移動防止対策の推進 （地域振興部） 

家具類の転倒・落下・移動防止対策の実施率を高める。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）防火防災訓練や防災リーダー研修を通じて、家具類の転倒防止器具の普及啓発を

図る。 

（２）防災用品斡旋事業を通じて、家具類の転倒防止器具の利用を促進する。 

（３）オフィス家具や家電製品等の関係団体と連携して家具類の転倒・落下・移動防止

対策を推進する。 

 

１－３ 救出・救護体制の強化 

自助・共助による地域の防災力を高める。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）防災市民組織を対象とした防災リーダーの育成（地域振興部） 

（２）防火防災訓練や救命講習等による区民の救出・救護訓練能力の向上 

（消防署・消防団） 

（３）防災活動拠点への救出・救護用機材の配備（地域振興部） 

（４）地域と事業所との連携を強化するため、災害時相互応援協定締結の促進（消防署） 

（５）自衛消防訓練や立入検査実施時における事業者への指導の強化（消防署） 
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２ 火災による死者の半減 

東京湾北部地震Ｍ7.3、冬の夕方 18 時、風速８m/s のケースで、火災を原因とする死者

209 人を半減する。 

 

２－１ 建物の不燃化（都市整備部） 

住宅・建築物の不燃化を進め、特に、東京都防災都市づくり推進計画における重点整備地

域については、不燃領域率を高めていく。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）防災都市づくり推進計画に基づく不燃化の推進 

（２）防火地域の指定の拡大 

（３）密集住宅市街地整備の推進 

 

２－２ 延焼の防止 

 延焼遮断帯となる都市計画道路や防災活動拠点及び避難場所となる公園を整備する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）道路等の整備（都市整備部） 

（２）防災活動拠点の整備（地域振興部） 

（３）公園の整備（都市整備部） 

 

２－３ 消防力の充実・強化（消防署） 

消防団員数の充足及び活動力強化並びに消防水利不足地域における消防水利施設の設置を

促進する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）消防団への入団促進及び装備の充実、事業者と連携した消防水利の確保の推進 
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２－４ 区民や事業所の出火防止対策の推進 

火気使用設備・器具や電気器具等からの出火を防止する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）火気使用設備・器具の取扱い指導（消防署） 

（２）住宅用火災警報器の普及・維持・管理（消防署） 

（３）停電復旧に伴う出火防止対策の推進（消防署） 

（４）感震ブレーカー取付支援事業（区） 

 

２－５ 地域の初期消火力の強化 

地域の火災危険度等を勘案して街路消火器等を効果的に配備するとともに、防火防災訓練

を通じて操作経験者の増加を図る。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）街路消火器の効果的な配備と計画的な更新（地域振興部） 

（２）防災市民組織への消防ポンプの貸与と適正管理（地域振興部） 

（３）防災活動拠点への消火用機材の配備（地域振興部） 

（４）防火防災訓練における初期消火訓練の実施（地域振興部、消防署） 

 

 

第２節 避難者の減少 

 

１ 建物被害による避難者の３割減 

東京湾北部地震Ｍ7.3、冬の夕方 18 時のケースで、住宅倒壊や火災による避難者を３割減

する。 

 

１－１ 建物の耐震化の促進（再掲） 

 

１－２ 建物の不燃化の促進（再掲） 
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１－３ 消防力の充実・強化（再掲） 

 

１－４ 地域の初期消火力の強化（再掲） 

 

１－５ 生活必需品の確保（地域振興部） 

少なくとも３日分、可能であれば１週間分の水や食料など生活必需品の備蓄を奨励する。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）防火防災訓練や防災リーダー研修を通じた、防災用品備蓄の普及啓発 

（２）防災用品斡旋事業を通じた、生活必需品備蓄の促進 

  

１－６ ライフラインの早期復旧（ライフライン関係機関） 

各ライフライン事業者は、復旧回復や現実の被災状況を踏まえて早期の機能回復に努め

る。 

主な対策は、以下の通り。 

（１）設備・器具の耐震化の促進 

（２）応急配給体制の強化 

（３）復旧作業体制の強化 
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